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当面する諸行動の方向確認 
中執は 11 月までオンラインで開催 

11.25 中央決起大会は中止 

８月 28 日、第 7回四役・専門部長会議

を兼ねた第４回新型コロナウイルス対策

本部会議がオンラインで開催され、全建

総連第 61 回定期大会（10 月 14 日）以降

の当面の会議について、方向性を確認し

ました。▶下記参照 

会議は、Web で 10 ヵ所を結んで開催し、

25 人が参加。各地の新型コロナの状況、

７月豪雨災害の被害状況と熊本県での応急仮設木造住宅の取り組み、9 月 4 日の第 4

回拡大中央執行委員会に向けた議案などについての報告、討議が行われました。 

8 月以降も新型コロナの感染拡大が続き、収束のめどが立っていない状況で今後の

状況を正確に予測することは困難ですが、例年インフルエンザ流行のシーズンに入る

こともあり、新型コロナの脅威が低下していると見ることはできない状況です。その

ため、11 月以降年内に全建総連が主催する会議や行動等については、感染状況を考慮

したうえで、オンライン会議を活用しながら、できるだけ早く開催及び中止等の判断

をしていくことを確認しました。 

1.第 61 期 第 1 回中央執行委員会（10 月 14 日） 

第 61 回定期大会（オンライン）終了後、短時間で四役会議と第 1 回中央執行委員

会をオンライン会議で開催します。年末に向けて予算要求の取り組みをすぐさま進め

ていかなければならない状況であり、例年通り専門部の設置などを確認します。 

２.第 2回中央執行委員会(11 月 24 日午後) 

オンラインで開催します。 

３.予算要求中央総決起大会(11 月 25 日) 

全国から 3000 人を超える多くの仲間を一か所に集める総決起大会の開催は、感染

リスクを考慮して中止します。 

４.未定（検討） 

・第 1回四役専門部長会議(11 月 24 日午前) 

・予算要求中央行動(12 月 2 日) 

・予算要求中央闘争委員会行動(12 月 9～10 日) 

吉田本部長（委員長）が仲間への支援強化を訴えた 
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国交省が「感染予防対策ガイドライン」を再改定 
建築現場とオフィスでの対策徹底を要請 

 

国土交通省は 8月 25 日に、「建設業に

おける新型コロナウイルス感染予防対

策ガイドライン」を改訂し、建設業団体

などに通知しました。この再改訂版で

は、職場でのクラスターの発生を回避す

るため、事業者が積極的に感染拡大の防

止に取り組む方針を定め、全ての従業員

に行動変容を促すよう要請。さらに「３

つの密」が生じやすい建築工事の現場と

オフィスでの感染防止対策の徹底を求

めています。 

ガイドラインは、建設現場やオフィス

で 3密を回避できるよう、建設業向けに

基本的な感染予防対策や感染者が確認

された場合の対応などを整理したもの

です。国交省は今年 5 月 14 日に策定、7

月1日には感染防止対策と両立できる熱

中症対策の事例などを追加していまし

た。▶「対策本部ニュース」№14 で既報 

改訂したガイドラインでは、従業員に

職場内外での行動変容を促すため、事業

者が感染防止に積極的に取り組む方針を定めるよう要請。具体的には、「労働衛生管

理体制の再確認」「換気徹底などの作業環境管理」「職場の実態に応じた作業管理」「手

洗いの励行など感染予防に関する基本的な知識も含めた労働衛生教育」「日々の体調

管理も含めた健康管理」などを求めています。 

従業員や作業員に対しては、厚生労働省が作成した「新型コロナウイルス職場にお

ける『4つ』の対策ポイント」（8 月 7日版）を紹介。「室内でのこまめな換気」「席や

更衣室での人と適切な距離確保」「複数人での備品の共用はできる限り避ける」「体調

が悪い場合は軽めの症状でも休む・休ませる」の 4対策のほか、身体的距離の確保や

マスク着用、手洗いなどの基本対策の徹底が「職場掲示用」として示されています。 

ガイドライン全文は国交省ウエブサイトからダウンロードすることができます。 

https://www.mlit.go.jp/common/001360076.pdf 

ガイドラインで紹介されている厚労省作成の職場掲示物 


